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選定の考え方の根拠

・総合評価「○」の定義は、当該用途において「標準材料と同等、また
は利用実績や実証実験等で品質が確認され利用可能性の高いも
の」であり、重大な課題が無ければ、リサイクル材料の利活用を推進
するため、ガイドラインへ掲載することが有益と思料。

・ガイドラインに掲載済みの材料も、一つ以上の用途で総合評価○以
上となっており、評価基準として整合。

・実績評価「c」以下または品質評価「D」以下の材料は、総合評価「△」
以下となるため選定はしない。実績評価「c」以下の材料は、施工後
の品質的な課題が存在する材料である。また、品質評価「D」以下の
材料は、品質の根拠となる資料に課題がある、中立性・客観性が無
いと考えられる材料である。

・なお、総合評価「○」以上でも、港湾・空港等整備において利用する
上で重大な課題が無いか個別に検討した上で、選定の最終判断をす
る必要があることに留意。

①文献調査等により候補材料を抽出

②品質性能・経済性・調達・課題・利点・実績の観
点で簡易的な評価を行い、候補材料を絞り込み

③関係機関・団体へアンケート調査を実施し、ガイ
ドラインに掲載の基準に基づき、詳細な実績評
価・品質評価を実施

④原則として一つ以上の用途で総合評価○以上と
なる材料は、重大な課題が無ければ掲載


